
 令和４年３月 14日（月）に発生した e-Taxの接続障害については、

システムの再起動により、15 日（火）午前７時現在において、つな

がりづらい状態は改善されているものの、未だ、障害原因の解明には

至っておりません。 

引き続き、原因解明に努め、早期の復旧を図ってまいります。 

 納税者の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び

申し上げます。 

 

 所得税及び復興特別所得税、贈与税については、３月 15日が確定

申告の期限であるため、この e-Tax の障害により期限内の申告が困

難な場合には、本日中※１に書面により提出していただくか、個別に

申告期限を延長して、後日提出※２していただくことができます。 

 

※１ 郵送等により提出される場合は、通信日付印（消印）が３月 15

日であれば申告書の提出日は３月 15日とみなされます。 

※２ 後日提出される場合は、次頁以降を参考に、申告書に「e-Tax

の障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載してくださ

い。この方法による延長申請ができる期間については、障害が解

消した後に改めてお知らせします。 

※３ 新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告が困難

な場合の対応は、こちらをご覧ください。 

令和４年３月 15 日 
国 税 庁 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf


〇 確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法 

 

【所得税申告書の入力例】 

「送信準備」画面の「特記事項」欄に、 

「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。 

 

《パソコン》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《スマートフォン》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請 
 

申告所得税、贈与税の 

申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法 

e-Tax の障害による申告・納付期限

延長申請 
 



【贈与税申告書の入力例】 

「送信準備」画面の「特記事項」欄に、 

「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請 



〇 各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法 

 

【所得税申告書の e-Tax ソフトの入力例】 

所得税の申告書等送信票（兼送付書）の特記事項欄に、 

「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請） 

 



〇 申告書を書面で提出する場合の記載方法 

  申告書の右上の余白に、 

  「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載してください。 

 

【所得税申告書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【贈与税申告書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請 

 

３ 確定 

 

e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請 
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